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委員長 職務代理 委 員 委 員 6杉選第344号 

    議事録案です。 

訂正があれば、指摘をお願いします。 

確定した内容は、区公式HPへ掲載します。 

  令和 7年第 13回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前 10時 00分から 

  令和 7年 4月 2日（水）             

午前 10時 30分まで 

出 席 者 
委 員 今井委員長、与島委員長職務代理、島田委員、小井委員 

事務局 石田局長、井澤次長、小川選挙法規担当係長、清水主査 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人 無 

会議の結果 

及び 

主な発言 

議 案 等 結果 

報告事項

13‐1 

令和 7年 5月選挙管理委員会日程表 
了承 

その他  ― 

委員長 これから令和 7年第 13回の定例会を開催します。 

 ＜令和 7年 5月選挙管理委員会日程表＞ 

委員長 報告事項 13‐1について事務局から説明をお願いします。 

 

局長 

 

 本日の報告事項は、令和 7 年 5 月の選挙管理委員会の日程についてです。 

報告 13-1 の 5 月の選挙管理委員会日程表をご覧ください。連休明けから、   

都議選、参議院選に向けた事務上の色々なスケジュールが入っております。 

その中で、委員の皆様に出席いただくものをお示ししています。5月 7日(水)

の定例会の開始時刻は午前 11 時からです。同日午後には第 4 会議室にて     

都議会議員選挙に係る立候補予定者説明会が予定されており、委員の皆様にも

出席いただきます。翌週 14日の定例会は午前 10時からです。選挙事務従事者

委嘱の報告を予定しています。翌週 20日の午後に警察署との打合せ会がござ

います。委員の皆様にも出席いただきますので、それに合わせて定例会は    

20 日(火)午前 11 時からとさせていただきます。関連団体との会合として、  

22日に全選連定期総会が予定されています。翌週 28 日(水)は午前 10 時から   

定例会を予定しています。6月の日程となりますが、3 月、6 月、9 月、12 月

の各月 1日付けで行っている選挙人名簿の定時登録に係る定例会は、6月 1日

が日曜日のため、翌営業日の 6月 2日に開催します。また、第２回区議会定例

会については、区側が 3 月 19 日に 6 月 2 日議会招集の申入れを行っていま

す。本会議の日程はまだ確定しておりませんが、区議会開会中の 6月 13日に

都議選の告示があり、6 月 22 日の投開票までには本会議は終了している見込

みです。説明は以上です。 

委員長 質問はありますか。 

島田委員 5月 22日の全選連定期総会ですが、区役所の集合時間は何時ですか。 

主査 開始時刻が午後 1時ですので、正午には区役所を出発する予定です。 

委員長 5月 23日の全選連選挙事務研究会に委員は出席しなくてよいのですか。 



局長 事務局が出席し、内容については、定例会で報告します。 

委員長 
5 月 20 日の警察署との打合せ会ですが、昨年の衆議院選挙のときは日程が

合わず実施されなかったものですか。 

局長 
その通りです。今回の都議選や参議院選のように予定されている選挙の場合

は実施しており、委員の皆様にも出席いただいています。 

島田委員 打合せ会の内容はどのようなものですか。 

主査 
各投票所から開票場所となる荻窪体育館まで投票箱を運ぶ際の警察官の 

配置協力依頼や期日前投票期間中の連絡体制の確認などを行っています。 

委員長 

公職選挙法の改正が行われ、都議選、参議院選から実施されるものとされな

いものがあると思いますが、警察署との打合せの時に伝えられるよう、整理を

お願いします。 

委員長 

職務代理 
4月 30日の全選連東京支部定期総会は、委員全員参加するのですか。 

局長 委員長と私が参加します。 

委員長 ほかに質問はありますか。無いようでしたら了承でよろしいでしょうか。 

一同 報告了承。 

委員長 その他について、事務局から何かありますか。 

局長 

2 点あります。1 点目は都内の選挙情報です。3 月 30 日に羽村市長選挙の  

投開票があり、現職の橋本氏が当選されました。また、3 月 30 日に小平市長

選挙の告示があり、3名が立候補しています。投開票は 4月 6日です。 

2 点目は国の動向についてです。3 月 26 日に成立した改正公職選挙法の    

附則に SNS を利用した選挙運動や２馬力運動への対応については、引き続き

検討する旨の記載がされました。今日の新聞報道によりますと、与野党は今月

1 日、選挙運動に関する協議会を国会内で開き、今後の SNS を利用した選挙  

運動に関する規制のあり方や他の候補の当選を目的にした２馬力運動への  

対応を優先課題とする方針で一致したということです。ただ、優先的に議論を

進めても、夏の参議院選には間に合わない見通しですが、選挙前に国民に    

アピールするということもあって、SNS の適正利用などに向けた見解を     

取りまとめたいということで進んでいるようです。また、当協議会の中では  

選挙カーの車上運動員、いわゆるウグイス嬢の報酬や運動員の弁当代などを 

引き上げることでも大筋合意したようです。今後、政令改正でその基準単価が

示されることと思います。 

委員長 
近年の物価上昇に合わせて考えていかないといけないと思います。必要な 

改正をしてほしいと思います。そのほか何かありますか。 

局長 
若者向け啓発事業として、啓発冊子「あした選挙行く？（第 5号）」を発行

いたしましたので、委員の皆様にも配布させていただきました。 

委員長 この冊子はどのように配られるのですか。 

主査 

今後、都議選、参議院選を控えておりますので、高校 3年生と区内の大学に

対して、都議選前に発送する予定です。また、データ版を区公式ホームページ

上に掲載しています。 

小井委員 
ゆう杉に置いてあるのは見たことがありますが、その他の施設にも置く予定

はありますか。 

主査 可能な範囲で送付する予定です。 



 

 

 

委員長 杉並区の SNSでの発信はしていますか 

主査 
現在はしていません。冊子を発行したことを SNSで発信できるか、広報課に

確認してみます。 

島田委員 冊子は何部作成したのでしょうか。 

主査 
まずは 500部印刷しました。都議選、参議院選前に、高校、大学に送付する

分を増刷し、合わせて 4,000～5,000部を印刷し配布する予定です。 

島田委員 大学は、区内にある大学が対象ですか。 

主査 その通りです。 

島田委員 その中に区民は、どのぐらいいるでしょうか。 

主査 
区民の割合などは把握しておりませんが、この取組が区民に限らず広い意味

で有権者の意識向上につながればよいと考えています。 

委員長 

職務代理 

冊子を作り配布をしても手に取って読んでもらうのは、つくづく大変だと 

感じています。冊子だけではなく、A4 両面 1 枚の要約版があってもよいので

はないでしょうか 

島田委員 
若者向けの啓発であれば、今度のインタビューは同年代の方にお願いしたら

どうでしょうか。 

主査 
今回は、発信力のある方として、インタビューをお願いしました。     

インタビューの対象は、次回に向けて検討します。 

委員長 

各委員からお話のあったものは参考意見として、引き続き次号に向けて努力

をお願いします。他に質問はありますか。無いようでしたらその他については

よろしいでしょうか。 

一同 了承。 

委員長 第 13回の定例会を終了します。 

回 

議 

局 長 次 長 主 査 作成者 第 13回定例会 令和 7年 4月 2日 

     会議録（案）を回議します。訂正があれば、指摘願いま

す。 

確定後は区公式HPへ掲載します。 


